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 び 地方税法第 41条及び第 321条 4第 1 並び 弘前市税条例第 28条 3 規定 基 貴事業

所 和 年度市民税 県民税 特別徴収義務者 指定 ま  
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□従業員 職 転勤等 異動 あ 場合 届出 必

要           Ｐ1 6 

 

□特別徴収税額 変更通知 届い 場合 給 天引

額 変更 必要      Ｐ1 5 

 

□給 支払報告書 提出 特別徴収 普通徴収

区 提出 ま  

                  Ｐ5 

 

□事業所 称 所在地 変わ 場合 届出 必要

               Ｐ2 8 
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 特 別 徴 収 事 務 処 理 
 

特別徴収  

 特別徴収 給 支払者 毎 給 支払う 納税義務者

納 い市民税 県民税 6 翌年 5 ま 12

回 給 差 引 個人 わ 納 い く制度

 

 

特別徴収 範囲 

 和 年 日現在 弘前市 住所 和 年中 給

支払い 和 年 日現在 い 引 給

支払い い 人 原則 特別徴収 方法 市民税

県民税 納 ま  

 

特別徴収税額 通知 

 年税額 地方税法第 321条 4 規定 5 31日ま 納税義

務者 通知 ま 封 市民税 県民税

特別徴収税額 決定通知書 納税義務者用 や 納税義務者

渡 く い  

 

納税義務者 特別徴収税額 徴収 

市民税 県民税特別徴収税額 決定通知書 特別徴収義務者用

納税義務者別 割額 算出 ま 6 翌年 5

ま 毎 給 支払い 徴収 く い  

  年税額 5,000 納税義務者 い 最初 支払わ

給 全額 徴収 ま  

 

特別徴収税額 変更通知 

 特別徴収税額 通知 後 い 納税義務者 税額 変更 あ

場合 市民税 県民税特別徴収税額 変更通知書 特別徴収

義務者用 付い ま 後 変更 割額 徴

収 く い  

ま 市民税 県民税特別徴収税額 変更通知書 納税義務者用

付 ま 納税義務者 渡 く い  

変更後 市民税 県民税特別徴収納入書 新 付

ま 税額 訂正 使用 く い 訂正方法 納入書

表紙 裏面参照  

 

納税義務者 異動  

納税義務者 転勤 転職含 休職 職ま 死亡

給 支払い く 必 翌 10日ま 特

別徴収 給 所得者異動届出書 Ｐ6 必要 事 記入

部提出 く い 非課税 従業員 あ 忘 提出

く い 転居 転出 場合 提出 必要 あ ま

転出 場合 い 和 年度 市民税 県民税 全 弘前市

納税 ま  

提出 市民税 県民税特別徴収税額 決定通知書 記載

指定番号 必 記入 く い  

届出 遅 ま 異動者 納税期間 短く 特別徴収義

務者 対 督 状 発付 場合 あ ま や 提出

く い  

※記載例や各届出書 様式 弘前市 掲載 いま

 弘前市 市民税課様式集   検索  
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1 職者等 一括徴収 

納税義務者 職等 場合 給 差 引 く 未

徴収税額 次 う 場合 最後 支払わ 給 一括徴

収 ま  

職等 年 日 徴収方法 

6 1日～12 31日 
本人 選択  

一括徴収ま 普通徴収 

翌年 1 1日～ 

翌年 4 30日 

一括徴収 義務 い

ま  

※ 職金 差 引い 一括徴収 税額 徴収 翌

10日ま 給 所得者 特別徴収税額 合わ 納入

書 納 く い  

※ 死亡 職 場合 原則一括徴収 ま 後述 3

普通徴収 変更 ま  

 

2 特別徴収  

新 い職場 引 特別徴収 希望 場合 新 い特別

徴収義務者 割額及び特別徴収開始 連絡 く い  

 

3 普通徴収 変更 

一括徴収ま 特別徴収 外 場合 普通徴収 変更

従業員本人 直接金融機関 納 い く

ま  

 

普通徴収 特別徴収 替希望 あ 場合 

 中途採用等 従業員 新 特別徴収 希望 申出 あ 場合

特別徴収 替依頼書 Ｐ7 提出 く い 特

別徴収 開始 原則 届出書 到着日 翌々 降 ま  

 

事業所等 称 変更 

社 変更 住所変更 あ 場合 特別徴収義務者 所在

地 称変更届出書 Ｐ8 提出 く い 休業 解散

特別徴収 く 場合や 合併 法人番号 変更

場合 特別徴収 給 所得者異動届出書 Ｐ6 提出

必要 ま  

 

審査請求及び 消 訟 

(1)納税義務者 市民税 県民税特別徴収税額 通知書 記載事

服 あ 場合 処 あ 知 日 翌日

起算 3 市長 対 審査請求 ま

処 あ 知 日 翌日 起算 3

あ 処 日 翌日 起算 1年 経過

審査請求 く ま  

(2) 処 消 え 前記 審査請求 裁決 あ

知 日 翌日 起算 6 市 被告 市

長 被告 表者 ま 提起 ま 裁

決 日 翌日 起算 1年 経過 処 消 え

提起 く ま  

処 消 え 前記 審査請求 対 裁決

経 後 提起 い いま

審査請求 あ 日 翌日 起算 3 経過 裁決

い 処 処 執行又 手 行 生 著

い損害 避 緊急 必要 あ 裁決 経

い 正当 理由 あ 裁決 経 い 処

消 え 提起 ま
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Ⅱ 特 別 徴 収 税 額 納 入 
 

．特別徴収税額 納入 

(1)納期限 月割額 徴収 月 翌月 10日 10日 土曜日

日曜日 祝日等 場合 そ 翌日  

(2)納税義務者 徴収 月割額 合計額 同封

い 納入書 市税 扱い 金融機関 郵便局 納入

く い  

  

．月割額 納期限 納入  

(1)納入期日 納入 督促 け 督促状

発付 日 起算 10 日 経過 日 完納 い場合

滞納処 け  

(2)納期限後 納め 納期限 翌日 納入 日 期間

日数 応 納入税額 税額 1,000 未満 端数金額 あ 場

合 捨 金額 2,000 未満 全額 捨 年 14.6％

納期限 翌日 1 月 経過 日 期間 い

年 7.3％ 割合 当該年 前年 租税特別措置法第 93条第

項 規定 告示 割合 年 1％ 割合 加算 割合

以 延滞金特例基準割合 いう 年 7.3％ 割合 満

い場合 そ 年 以 延滞金特例基準割合適用年 いう

中 い 年 14.6％ 割合 あ 当該延滞金特例基準割合

適用年 け 延滞金特例基準割合 年 7.3％ 割合 加算 割

合 年 7.3％ 割合 あ 当該延滞金特例基準割合 年

％ 割合 加算 割合 当該加算 割合 年 7.3％ 割合

超え 場合 年 7.3％ 割合 乗 計算 金

額 相当 延滞金 加算 納め け せ  

(3)延滞金 確定金額 100 未満 端数 あ 端数金額

捨 金額 1,000 未満 あ 全額 捨

 

 

 

 

．納入場所 

 ◇金融機関 

  ㈱青森銀行        ㈱ く銀行 

㈱秋田銀行        青い森信用金庫 

東奥信用金庫       青森県信用組合 

  弘前農業協同組合  津軽 い農業協同組合 

  相馬村農業協同組合    東北労働金庫 

 ※ 記金融機関 日本国 所在 本店 所 支店 所 及び 

出張所 納入  

  ㈱ う 銀行 郵便局 

 ※㈱ う 銀行 郵便局 納入 場合 初回納入時 指定 

通知書 Ｐ９ 提出 必要  

 

 ◇弘前市役所 岩木 相馬各総合支所 各出張所 

 ※ヒロロ総合行政窓口 弘前市総合学習センタ 納入 せ  

 

地方税共通納税 テ 存知 ？ 

 

 地方税共通納税 テ マルチ ントネットワ ク 仕

組 利用 自宅やオフ 地方税 納入手続 電子的

行う  

納入場所 出向く手間 省 全 地方公共団体へ一括

納税  

地方税納税 テ 利用い く め 手続 eLTAX 

地方税共同機構 覧く い  
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 職 所 得 特 別 徴 収 

 

職所得 対 市民税 県民税 所得税 職所得 源泉徴収

様 職手当 支払い 所得 離 税額 計算 納

入 い く ま  

 

特別徴収 範囲 

 職所得 対 市民税 県民税 職 年 1 1日現在

居住 い 市町村 納入 ま 死亡 職

人 和 年 1 1日現在 生活扶助 い 人及び国 居住

い い人 課税 ま  

 

税額 計算方法 

 (1)勤 年数 職所得 控除額 算出 ま  

控除額 所得税 場合  

勤 年数 職所得控除額 

20年 場合 40万 ×勤 年数 80万 未満 80万  

20年 超え 場合 800万 ＋70万 × 勤 年数 20年  

い 職

場合 

100万 加算 ま  

※勤 年数 1年未満 端数 あ 1年 ま  

 例 勤 年数 11年 1日→12年 

 

2 職所得 金額 算出 ま  

  職所得 金額＝  収入金額  職所得控除額 × 1/2

※勤 年数 5年 法人役員等 い 2 1 乗 い 計算 ま

ま 勤 年数 5年 法人役員等 外 い 職所得控除額

控除 残額 300万 超え 部 い 2 1 乗 い 計算 ま

法人役員等 法人税法 役員 国会議員 地方議会議員 国家公務員

地方公務員 対象 ま  

※ 職所得 金額 千 未満 端数 あ 場合 千 未満 金額 捨 ま

職所得 金額 1,000 単位  

 

3 特別徴収 税額 算出 ま  

職所得 金額 × 市民税率 6％ ＝市民税額 

職所得 金額 × 県民税率 4％ ＝県民税額 

※特別徴収 税額 市民税額 県民税額 未満 端数 あ 場合

未満 端数 捨 ま 特別徴収 税額 100 単位  

 

納入方法 

 給 特別徴収 割額 合わ 封 納入書 翌 10

日ま 納入 く い  

納入書 納入済通知書 表面 職所得 欄 税額

記入 ほ 裏面 職所得 納入申告書 欄 必

等 記入 納入 く い 職所得 対 市民税 県民税

0 場合 記入 要  

特別徴収義務者 個人事業主 場合 職所得 納入申

告書 欄 記入 納入 く い 別途予備 職

所得 納入申告書 欄 記入 弘前市役所市民税課 提出 く

い 個人番号 記入 場合金融機関 扱い出来 い あ

ま  
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 給 支払報告書 提出 
  

給 支払報告書 翌年 1 31日ま 忘 提出 く い  

 

給 支払報告書 総括表  

(1)弘前市 提出 総括表 12 頃 付 ま 弘前市提

出用 使用い 該当事 記入 うえ 給 支払報

告書 紙 併 提出 く い  

(2)自社製 総括表 使用 場合 弘前市提出用 総括表 添付

く い  

 

給 支払報告書 紙  

(1)必 10 給 支払報告書 紙 添付 く い  

(2)普通徴収 給 支払報告書 紙 理由区 該当

限 ま 添付 い い場合 特別徴収 い

く場合 あ ま  

 

給 支払報告書 個人別明細書  

 給 支払報告書 支払 人 1 1日 住所 フ ガ

生年 日 ンバ 必 記入 く い  

給 支払報告書 提出 書類 序 

給 支払報告書 総括表  

給 支払報告書 紙 10 掲載  

特別徴収者 給 支払報告書 個人別明細書  

給 支払報告書 紙 10 掲載  

普通徴収者 給 支払報告書 個人別明細書  

 

 

eLTAX 提出 ？ 

● eLTAX  

地方税 テ 呼称 給 支払報告書 提出 地方税

手 ン ネッ 利用 電子的 行う テ

 

● eLTAX ッ    

給 支払報告書 市役所 持参 郵 く オフ や自宅等

ン ネッ 提出 ま    

自動計算 給 支払報告書 簡単 作成 ま  

複数 地方公共団体 ま 一度 作成 信 ま  

 

eLTAX 利用い く 手 eLTAX 地

方税共 機構 覧く い  



注意事項 特別徴収し い 者 退職 転勤 転職含 休職 死亡 よ 給与 支払いを受け く っ 場合 す や 本届出書を提出し く さい

給与支払報告書を提出し 者 う 月 日現在 い 給与 支払いを受け く っ 者 あ 場合 月 日 本届出書を提出し く さい

提出先 ８ 青森県弘前市大字上白銀町 番地 弘前市役所市民税課市民税第一係

給特 普徴

―

―

理

由

異動 和 年12月31日 一括徴収 申出 あったため

異動 和 年 月 日 降 特別徴収 申出 いため

徴収予 月日 徴収予 額 記 ウ 額

線

所 在 地

死亡 退職 あ ため

年度

〒
担

当

者

連

絡

先

所

属

氏
フリガ

コ

特
別
徴
収
義
務
者

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者
指 番 号

法定人定番定号

年度

理

由

異動 和 年12月31日 一括徴収 申出 いため

和 年 月31日 支払わ 給 又 退職手当等 額 未徴収税額 ウ あ ため

普通徴収 場合 ※市処理欄

を

必要 要
電

納入書 要否
新規 場合 記載

一括徴収 場合

受給者番号

月 日

旧 現

月 日
現在 住所

異動後
住定所

日 事由 理由

特別徴収

一 括 徴 収

普 通 徴 収

月

月

月

月
弘前市大字

税 額 徴 収 方 法

退 職

転 勤

休 職 長 欠

死 亡

支 払 少 額 期

合 併 解 散

そ 他

新しい勤務先 月割額

月分 翌月10日納入期限分

特別徴収 場合

年定度 現年度 新年度 両年度

給

支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

所 在 地

特別徴収義務者
指 番 号

定 定番定号

フリガ
連

絡

先

担

当

者

所定属

氏 又 称 氏定

異 動 後 未 徴 収
異定定 動
年定月定日

電定

給与支払報告
特別徴収

( 本 人 納 付 )

年

月

個人番号
又 法人番号

 ←個人番号 記載 当たっ

定左端を空欄 し右 め 記載

日提出

特別徴収税額
年税額

徴収済額 未徴収税額
ア イ

和

給

所

得

者

フリガ

異 動 事 由

氏

月

ア イ ウ

線

個人番号

〒

年

日年 月

弘前市長定殿

新規

左記 一括徴収した税額

納入し す

月分 翌月10日納入期限分

徴収し 納入す う連絡済 す

氏 又 称

受給者番号

生年月日

新

に係る給与所得者異動届出書

右

番号を

記入

右

番号を

記入

右

番号を

記入

右

番号を

記入

右

番号を

記入

6



年 日

期別 ○ 囲 い

以降 替希望

年 日 日納期限

※特別徴収 開始 原則 届出書 到着日

翌々 以降 ます 例 日到着 場合

※市処理欄

円
円
円合計

特別徴収
割額

-

-

電

氏名

フリガ

新規 場合 納入書

所属

名 称
氏 名

給

所

得

者
住 所

日現在

生年 日

給 支払者
特別徴収義務者

※普通徴収 納期限 過 も 特別徴収へ
替 ませ

所在地
住 所

特別徴収
開始予定

Ｈ

普通徴収
替期別

［ ］期

所 属
連絡先

法人番号

※納税通知書
あ 場合

給特コ

特別徴収 開始 ます

入力

他収入
無

口

指定番号

要 要

送付先 別住所 指定 場合 特別徴収義務者
所在地 名称変更届出書 提出 い

提出先

提出 い

無
納税組合通知書 送前 電 等 税額通知 行っ ませ 通知書 毎 日頃 送 います

無

氏 名

給 支払報告書提出後 新年 特別徴収 開始 希望 場合 日ま 本届出書

普通徴収 納期 過 も 歳以上 方 年金所得 係 税額 前年 給 収入 い方 税額

普徴

青森県弘前市大字上白銀町 番地 弘前市役所市民税課市民税第一係

次 当す も 特別徴収へ 替 ませ

注意事項

～

口 振替 録 い 方 関 提出時期 特別徴収 替 い場合 います

弘前市大字

受給者番号
必要な場合

通知書番号

フリガ

特 別 徴 収 へ   替 依 頼 書

弘 前 市 長 殿 提出日
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●変更事項 記入し 下さい

．名称変更 ．合併・吸収・分割 ．書類送付先 変更
．所在地変更 ．そ 他

．旧特別徴収義務者 指定番号 使用 る
．合併・吸収・分割先 指定番号 使用 る
．新規 指定番号 取得 る

弘前市処理欄

※法人番号が変更 る場合 選択し
特別徴収 係る異動届出書 別途提出し く さい

合併・吸収
分割 場合

※○ 囲 く さい

合併・吸収・分割先
名称

特別徴収指定番号
※取得済 場合

変更理由
※○ 囲 く さい ※ 場合下記へ

変更年月日 年 月

所在地

電話番号

日

※
特
別
徴
収
義
務
者

異

る
場
合

書
類
送
付
先

フリガナ

名称

フリガナ

所在地

電話番号

特
別
徴
収
義
務
者

フリガナ

名称

フリガナ

電話 内線

事 項 変更前 変更後

所在地
住　所

特
別
徴
収
義
務
者
指
定
番
号

必

記
入
し

く

さ
い

。

所　属
連絡先

所属

氏名

名　称
氏　名

法人番号

日

特別徴収義務者
給与支払者

フリガナ 特別徴収義務者　指定番号

特別徴収義務者 所在地・名称変更届出書

弘 前 市 長　殿 提出日 年 月
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郵便局 指定 い  

 

郵便局 利用さ 場合 当市 特

別徴収税額取 扱い 行う金融機関

し 指定し け ませ

第１回目 月割額 納 す 際

指定通知書 局名 日 記入

うえ そ 郵便局 窓口 提出し く

さい  

前年 引き続き利用す 場合 必

要あ ませ  

 

令和  年  月  日 

 

殿 

 

弘 前 市 長 

公印省略         

 

指 定 通 知 書 

 

 貴局 地方税法第 321条 第 項 規定 基 い

当市 市民税 県民税特別徴収税額 取扱局 指定し

通知します  

 

一 認 又 承認番号 郵一業第 1643号 

一 口 座 番 号 02260－6－961322 

一 加 入 者 氏 名 弘前市会計管理者 

一 取 ま め 局 貯金事務センタ  

切

取

線 

店  長 

郵便局長 
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給 支払報告書 紙  

 

 

 

 

特 別 徴 収 
 

給 住民税 天引 人  

 

 

     人 

 

こ 紙 特別徴収者 給 支

払報告書を綴 く さい  

 

 

給 支払報告書 紙  

 

 

 

 

普 通 徴 収 
 

 個人 住民税 納付 人  

 

 

 

理由

区  
普通徴収 理由  人数 

A 退職済 め ５月末日 退職予定 め   名 

B 休職中 め ５月末日 休職予定 め   名 

C 事業所 特別徴収さ い め 乙欄摘要 め   名 

D 雇用期間 給 支給 定期 め 名 

E 事業専従者 め 毎月給 払い ３名以 場合を除く  名 

 合 計   名 

 

こ 紙 普通徴収者 給 支払報告書を綴 く さい  

 


